
各務原市特定旅館の建築等に関する指導要綱 

（平成６年６月２１日決裁） 

（目的） 

第１条 この要綱は、旅館及びホテルのうち、いわゆる「ラブホテル」の新築等に対

して事前の規制及び指導を行うことにより、市民の良好な生活環境の保全及び青少

年の健全育成を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）特定旅館 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条に規定するホテル営

業及び旅館営業の用に供する施設のうち、主として異性を同伴する客の宿泊（休

憩を含む。）に利用させることを目的とするものであって、その構造設備の形態

から観光旅行者、一般旅行者、商人等が通常利用する施設と認められないものを

いう。 

（２）建築等 建築基準法（昭和２５年法第２０１号）第２条第１号に規定する建築

物の新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は他の施設からの用途変

更をいう。 

（同意申請） 

第３条 特定旅館の建築等を行おうとする者（以下「建築主」という。）は、次に掲

げる書類を添付の上、特定旅館建築等同意申請書（様式第１号）を市長に提出し、

その同意を得なければならない。 

（１）付近見取図 縮尺及び方位並びに特定旅館の建築等を行おうとする敷地（以下

「予定地」という。）の周辺２００メ－トル以内に所在する建築物の状況を明記

したもの 

（２）配置図 縮尺及び方位並びに建築物の位置及び排水経路を明記したもの 

（３）各階平面図 縮尺及び方位、各室の間取、用途及び出入口、階段、玄関、帳場、

廊下並びに車庫を明記したもの 

（４）４面以上の立面図 縮尺並びに外観の意匠及び色彩を明記したもの 

（５）屋外広告物及び屋外照明設備の設置個所、形状、意匠及び色彩を明記した図面 

（６）誓約書 特定旅館の建築等の同意の申請後、地域住民と紛争が生じた場合に責

任をもって処理にあたる旨の誓約書 



（７）前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する申請書は、次に掲げる日のいずれか早い日までに市長に提出しな

ければならない。 

（１）建築基準法第６条第１項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）

の規定により建築確認の申請を行う日の１月前の日 

（２）建築基準法以外の法令の規定により許認可の申請を行う日 

（３）工事着工１月前の日 

（同意に関する基準） 

第４条 市長は、予定地の全部又は一部が次の各号のいずれかの区域に該当するとき

は、特定旅館の建築等の同意をしない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、

この限りでない。 

（１）その周囲おおむね２００メ－トル以内において、住宅の所在する土地及び宅地

化されている土地が過半を占める区域 

（２）次に掲げる施設の敷地の周囲からおおむね２００メートル以内の区域 

ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校 

イ 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館 

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施設 

（３）次に掲げる施設の敷地の周囲からおおむね１００メートル以内の区域 

ア 学校教育法第１２４条に規定する専修学校及び同法第１３４条第１項に規定

する各種学校 

イ 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に規定する博物館及び

同法第２９条に規定する博物館に相当する施設 

ウ 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２条に規定する社会教育に関す

る施設及び同法第２０条に規定する公民館 

エ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第５条第１項に規定する身

体障害者社会参加支援施設 

オ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定する

障害者支援施設 

カ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１５条に規定する老人福祉施設 

キ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条に規定する保護施設 

ク 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第３９条第１



項に規定する母子・父子福祉施設 

ケ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院及び診療所 

コ 国、地方公共団体又は公共的団体の事務所 

サ 前各号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めて指定する施設 

（４）都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定する都市公園及び

同法第３３条に規定する公園予定地の敷地の周囲からおおむね１００メ－トル以

内の区域 

（５）国、地方公共団体又は地域住民が設置し、管理する公園、緑地及び広場の敷地

の周囲からおおむね１００メートル以内の区域 

（６）教育委員会が指定する通学路の周囲からおおむね５０メートル以内の区域 

（７）その他市長が不適当と認める区域 

（指導に関する基準） 

第５条 建築主は、特定旅館の建築等に当たり、構造、設備及び形態に関して次に掲

げる基準を遵守しなければならない。 

（１）建築物の外観の意匠等が次に掲げるものに該当することによって、付近の教育

環境を損ない、周辺の住環境と不調和であり、違和感を与えるものでないこと。 

ア 壁面に凹凸、曲面又は傾斜等をつけたもの 

イ 壁面の開口部を三角、楕円等の形としたもの 

ウ 屋根の形をドーム、円錐等としたもの 

エ 屋根又は屋上に装飾のための突起物等を設けたもの 

オ 外装にけばけばしい色彩を用いたもの 

カ ネオン等の屋外照明設備、装飾等をつけたもの 

（２）建築物の内部構造等は、次の各号のいずれにも該当すること。 

ア 出入口は、通学路側へは設けないこと。 

イ 車庫の出入口は、扉、シャッター等で遮ヘいしないこと。ただし、維持管理

上必要な場合は、車庫内部が透視できるパイプシャッター等を設けることがで

きる。 

ウ 車庫は、共同車庫とすること。 

エ 玄関近くに、自由に使用することのできるロビー、応接室、談話室等の施設

を設けること。 

オ 玄関は、１か所とすること。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この



限りでない。 

カ 玄関は、営業時間中自由に出入りできるようにすること。 

キ フロント、玄関及び帳場は、利用客の出入りが確認できる位置に設け、利用

客と従業員とが開放的に対面できる構造とすること。 

ク 客室の内装は、明らかに派手で奇異な色彩を用いないこと。 

ケ 客室の出入口は、共通廊下に通じていること。 

コ １人で利用できる客室及び３人以上が利用できる客室を設けること。 

サ 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室、大広間（宴会

場を含む。）等の施設を設けること。 

シ 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに附属する厨房、配繕室等の施設を

設けること。 

ス サ及びシの施設は、収容人員に相応した規模であって、宿泊又は休憩のため

に利用する者以外の者も利用できる構造とすること。 

セ 屋内共同階段は、共通廊下と連絡し、二方向避難ができるように２ヵ所以上

設けること。 

ソ 屋外への非常用階段は、避難に有効な場所に２か所以上設けること。 

タ 非常用階段の扉は、屋外から開扉できない構造とすること。 

（３）門、塀及び広告物が次に掲げるものでないこと。 

ア 壁面に凹凸、曲面又は傾斜等をつけたもの 

イ 壁面の開口部を三角、楕円等の形としたもの 

ウ 壁面上に装飾のための突起物等を設けたもの 

エ 外装にけばけばしい色彩を用いたもの 

（審査） 

第６条 市長は、第３条第１項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査

し、同意の可否を決定するものとする。 

（決定） 

第７条 市長は、前条の規定により、特定旅館の建築等に同意することに決定したと

きは特定旅館建築等同意通知書（様式第２号）により、同意しないことに決定した

ときは特定旅館建築等不同意通知書（様式第３号）により、建築主に通知するもの

とする。 

（審査会） 



第８条 第６条の規定による審査を行うため、各務原市特定旅館建築等審査会（以下

「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、市長の諮問に応じ、第６条の規定による審査を行い、その結果を市長

に報告するものとする。 

（審査会の委員） 

第９条 審査会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。 

（１）市民生活部長 

（２）市民生活部環境室長 

（３）市長公室まちづくり推進課長 

（４）企画総務部企画政策課長 

（５）企画総務部総務課長 

（６）市民生活部環境室環境政策課長 

（７）産業活力部農政課長 

（８）健康福祉部社会福祉課長 

（９）都市建設部建設管理課長 

（１０）都市建設部都市計画課長 

（１１）都市建設部建築指導課長 

（１２）消防本部総務課長 

（１３）教育委員会事務局総務課長 

（審査会の会長） 

第１０条 審査会に会長を置き、市民生活部長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を統括し、市長の諮問の都度審査会を招集し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員のうちから会

長が指名した者がその職務を代理する。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、審査会の委員でない者又は専門的知識を有

する者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。 

（審査会の会議） 

第１１条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の

決するところによる。 

（審査会の庶務） 



第１２条 審査会の庶務は、市民生活部環境室環境政策課において処理する。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成６年７月１日から施行する。 

２ 各務原市モ－テル類似旅館規制指導要綱（昭和５９年２月１３日決裁）は、廃止

する。 

３ この要綱の施行前に廃止前の各務原市モ－テル類似旅館規制指導要綱の規定によ

り提出されたモ－テル類似旅館建築同意申請書については、なお従前の例による。 

附 則（平成１０年３月３１日決裁） 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１月２６日決裁） 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月３０日決裁） 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年６月３０日決裁） 

この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月３１日決裁） 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１月６日決裁） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２５日決裁） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日決裁） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



様式第１号  

特定旅館建築等同意申請書  

                              年   月   日  

（あて先）各務原市長  

                 建築主  住所  

                     氏名              印  

                     (法人にあっては､名称及び代表者の氏名) 

                     連絡先  TEL(   )  －  

各務原市特定旅館の建築等に関する指導要綱第３条第１項の規定により、特定

旅館の建築等の同意を受けたいので、下記のとおり申請します。  

 特  

 定  

 旅  

 館  

 の  

 概  

 要  

 敷  

 地  

 建築等を 

 行う場所 
 各務原市 

 地   目  地   積          ㎡ 

 所有者 

住所・氏名
 用途変更 

 建  

 物  

 名   称 

 工事種別   新築・増築・改築・移転・修繕・模様替え・用途変更 

 構   造     造   階建 ・ 建築面積   ㎡  延面積   ㎡ 

 規   模  客室数 和室   室 洋室   室  ・ 定員   人 

 車   庫  車庫収容    台  ・  駐車場収容    台  

 着工予定     年   月   日  完成予定     年   月   日 

 建築確認申請を 

 しようとする日 
     年   月  日  



様式第２号  

特定旅館建築等同意通知書  

                              年   月   日  

             様  

各務原市長  

下記により、     年   月   日付けで提出のあった特定旅館建築等同意

申請書について、特定旅館の建築等に同意するので、各務原市特定旅館の建築等

に関する指導要綱第７条の規定により通知します。  

記  

 名    称 

 所  在  地 

 工事種別   新築 ・増築 ・改築 ・移転 ・修繕 ・模様替え ・用途変更 

※条件   



様式第３号  

特定旅館建築等不同意通知書  

                              年   月   日  

             様  

各務原市長  

下記により、     年   月   日付けで提出のあった特定旅館建築等同意

申請書について、特定旅館の建築等に同意しないので、各務原市特定旅館の建築

等に関する指導要綱第７条の規定により通知します。  

記  

 名    称 

 所  在  地 

 工事種別   新築 ・増築 ・改築 ・移転 ・修繕 ・模様替え ・用途変更 

※理由  


